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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第63期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

４．第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 

平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

なお、第63期第２四半期連結累計期間及び第63期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第63期

第２四半期 
連結累計期間 

第64期
第２四半期 

連結累計期間 
第63期

会計期間 
自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日 

自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日 

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日 

売上高（百万円）  81,719  87,000  169,931

経常利益（百万円）  3,954  4,696  7,829

四半期（当期）純利益（百万円）  1,745  2,283  3,625

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 1,438  2,131  3,654

純資産額（百万円）  67,169  69,783  69,367

総資産額（百万円）  107,808  110,091  116,525

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円） 
 79.44  103.89  164.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  103.88  －

自己資本比率（％）  62.1  63.2  59.4

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 5,091  2,717  7,721

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △2,134  △1,654  △3,262

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（百万円） 
 △1,633  △1,770  △1,640

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円） 
 23,151  23,936  24,646

回次 
第63期

第２四半期 
連結会計期間 

第64期
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日 

自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額（円）  50.48  45.51

２【事業の内容】
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当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災とその甚大な被害

によって停滞を余儀なくされました。その後、サプライチェーンの建て直しや節電需要の高まりなどから景況感の

持ち直しが見られたものの、欧米の財政不安や急激な円高進行などにより、先行きは不透明な状況となっておりま

す。 

当社グループの係わる電設資材業界は、震災によって延期となった建築物件が着工され始めたことや政府の住宅

取得支援策の一部終了に伴う駆け込み需要を受けて、事業環境は改善基調に転じました。なお、被災地域における

建設需要が顕在化したものの、建設業界の川下に属する当業界に本格的に波及するまでには至りませんでした。 

また、自社製品の係わる空調業界は、震災後の電力供給の制限に伴う節電機運を背景に省エネ性能の高い製品へ

の買い替え需要が喚起された結果、平成23年度上半期のルームエアコンの国内出荷台数は過去最高の542万台（前

年同期比5.2％増）となるなど、記録的な猛暑であった前年度に引き続き好調に推移しました。 

このような情勢のなか、当社グループは自社製品や省エネ・環境配慮型商品などを積極的に販売することにより

増収増益となりました。 

この結果、連結売上高870億円（前年同期比6.5％増）、連結営業利益46億43百万円（前年同期比20.7％増）、連

結経常利益46億96百万円（前年同期比18.8％増）、連結四半期純利益22億83百万円（前年同期比30.8％増）となり

ました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜電設資材事業＞ 

建設投資の回復を背景に、照明類や受配電設備など幅広い商品において売上が増加しました。特に、銅価格の上

昇に伴って電線ケーブル類の売上が増加したほか、節電関連商品であるＬＥＤ照明の売上が大幅に増加した結果、

連結売上高531億75百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

＜産業機器事業＞ 

震災の影響によって停滞した国内の生産活動の回復に伴い、表示器、リレー、ＰＬＣといった制御機器の売上が

増加しました。また、新興国向けの需要が拡大している工作機械や半導体関連製造装置などの製造業向けへの販売

が好調に推移した結果、連結売上高111億65百万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

＜自社製品事業＞ 

節電機運を背景としたエアコンの需要増加などにより、主力製品である空調部材全般において売上が増加しまし

た。特に、銅価格の上昇に伴う製品価格の値上げも相まって、空調用被覆銅管の売上が大幅に増加した結果、連結

売上高226億13百万円（前年同期比15.7％増）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

７億９百万円減少し、239億36百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動の結果得られた資金は27億17百万円（前年同期は50億91百万円）となりました。これは主に仕入債務の

減少（35億２百万円）やたな卸資産の増加（16億88百万円）、法人税等の支払（24億84百万円）等がありました

が、売上債権の減少（67億33百万円）、税金等調整前四半期純利益の計上（39億74百万円）等があったことによる

ものであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動の結果使用した資金は16億54百万円（前年同期は21億34百万円）となりました。これは主に有価証券の

償還による収入（16億円）等がありましたが、有価証券の取得による支出（24億48百万円）、投資有価証券の取得

による支出（６億97百万円）等があったことによるものであります。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果使用した資金は17億70百万円（前年同期は16億33百万円）となりました。これは主に配当金の支

払（17億78百万円）等があったことによるものであります。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

①基本方針の内容 

当社は、当社の株券等の大規模買付行為またはその提案であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、本来、株式会社の支配権の移転

を伴う大規模買付行為またはその提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行わ

れるべきものであります。 

しかし、昨今、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣との

十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として株券等の大規模買付行為を強行するといった動きが顕在

化しております。このような大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、取締役会や株主が買付け

の条件等について検討し、あるいは取締役会が代替案を策定するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規

模買付行為を行おうとする者の掲げる条件よりも有利な条件を提示するためにこれらの者との交渉を必要とするも

の等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社としては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた諸施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワーク

の有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上でなけ

れば、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることは困難であると考えており、当社

の株券等の大規模買付行為を行う者がこれらの要素を十分に把握し中長期的な事業展開を行う者でなければ、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することになると考えます。 

こうした事情に鑑み、当社は、このような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買

付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。 

②基本方針の実現に資する取組み 

・当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

＜当社の経営の基本理念について＞ 

当社は、「省エネルギー、省資源など地球環境に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢献する」という経営の

基本理念のもと、電設資材商品の卸販売・空調部材等の製造販売を行っております。省エネルギーの推進、地球

環境への配慮といった新しい価値観が時代のニーズをリードしておりますが、その中でも電気に関わる商品・製

品が社会に果たす役割は無限にあるといっても過言ではありません。当社は、これらを安定供給するという社会

的使命を果たしつつ、当社を取り巻く多くのステークホルダーの信頼に応え、その責任を果たすことを通じて、

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図っております。 
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＜当社の企業価値の源泉について＞ 

当社は、昭和13年に特殊電動発動機の製造業として創業し、その後、電設資材商品の卸販売業へ転換し、さら

に、商品を広く供給するという流通業としての使命に応えるべく営業の全国展開を行うとともに、空調部材等の

製造販売業に進出する等して、今日に至っております。当社が、このように長きにわたり事業を展開することが

できているのは、当社の事業の背後にある経営の基本理念を、株主の皆様をはじめとするステークホルダーにご

理解いただけているからと考えております。 

当社の特徴は、電設資材商品の卸販売、及び、空調部材等の製造販売を両輪として事業を展開していることに

あります。電設資材商品の卸販売においては、豊富な商品知識と独自の調達機能を活かし、単なる商材の流通に

とどまることなく付加価値の高い活きた商材を提供し続けることにより、業界最大手の規模と販売量を誇ってお

ります。他方、空調部材等の製造販売においては、独創性の高い製造技術や新たなニーズの発掘に基づく高品質

な製品の提案により、高収益を生み出しております。かかる両輪のシナジー効果が、当社事業の継続的な成長に

つながっております。 

また、当社は、電設資材商品の卸販売業として総合メーカーの傘下に入ることなく、経営の独立性を確保して

いるという特徴も有しております。このことにより、仕入面に関しては、特殊分野に特化した専門メーカーを中

心として、幅広い商材の取扱いが可能となり、顧客のニーズに即応した供給体制を実現することができるととも

に、専門メーカー等と共同して顧客のニーズを商品開発につなげることも可能となっています。加えて、販売面

に関しては、総合メーカー主導の販売エリアの束縛を受けることなく、主要都市に営業拠点を配置することがで

き、全国各地の顧客へ商品を供給することが可能となっています。さらに、メーカーと顧客をつなぐ卸販売業と

して、「人と人のつながり」、「会社と会社のつながり」を大切にする当社の社風は、創業から今日に至るまで

の得意先・仕入先との相互研鑽を形成し、取引先相互の発展と良好な関係の構築に結実しております。 

さらに、顧客満足度の向上、他社との差別化を図るためには、電設資材・空調部材等分野の専門家としての技

術力を備えた人材が不可欠であり、このような技術力を備えた従業員が当社の経営資源の核となることから、当

社はこれまでも優秀な人材の確保や継続的な育成に時間と資金を惜しまない経営方針を貫いてまいりました。当

社は、今後とも、従業員とともに成長・発展していく企業であり続けたいと考えております。 

当社がその社会的使命・責任を果たすためには、長期にわたる安定的な経営基盤の確保に努めることが必要で

あると考え、当社を支援してくださる株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして掲げており

ます。したがって、配当政策につきましては期間業績に応じた適正な利益還元を目指し、期末配当として年１

回、当期純利益の45％を配当する業績連動型の配当政策を基本方針としております。 

＜当社の今後の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて＞ 

当社は、以下の諸施策を実行することによって、さらに企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向

上させることに努めてまいります。 

当社は、現在、空調部材を中心とした「ＩＮＡＢＡ ＤＥＮＫＯ（因幡電工）」、マルチメディア情報配線シ

ステム「Ａｂａｎｉａｃｔ（アバニアクト）」といった自社ブランドを展開しております。今後も、これらの自

社ブランドに加えて、顧客ニーズに対応した付加価値の高い自社製品やＰＢ商品の開発を加速し、収益力の強化

を図ってまいります。 

また、太陽光発電システムの専任組織「太陽光発電プロジェクト」を平成21年８月に立ち上げ、太陽光発電設

備及び関連部材の拡販に注力しております。このほか、ＬＥＤ照明など今後成長が見込まれる省エネ・環境配慮

型商品の販売を軸として環境ビジネスを積極的に推進してまいります。 

さらに、価格競争が激化するなか、無駄の排除による諸経費の節減、生産や物流の合理化といったコスト削減

を徹底し、経営効率の向上を追求してまいります。 

・コーポレート・ガバナンスの整備 

当社は、上記諸施策をより実効性あるものとするために、コーポレート・ガバナンスに重点を置いた経営を行

っております。 

経営上の意思決定・業務執行の監督を行う機関である取締役会の意思決定の客観性・合理性を担保し、これに

対する監督機能の充実を図るべく社外取締役を１名選任するとともに、取締役の経営責任を明確にするべく取締

役の任期を選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしてお

ります。さらに、意思決定機関としての取締役会を補完するものとして経営会議を設置し、中長期的な経営方

針、経営戦略のほか、取締役会の委嘱を受けた業務執行上の重要事項について審議しております。 

また、経営チェック機関として、監査役は、取締役会の意思決定や取締役の職務執行を監査するほか、社長直

属の専任部門である監査室とも緊密な連携をとり、また、会計監査人とも積極的な意見・情報交換等を行うこと

により、監査役監査の実効性を高めております。 
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み 

当社は、平成23年５月11日開催の取締役会において、同年６月17日開催の第63期定時株主総会（以下「本定時株

主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、平成20年５月19日開催の取締役会において導

入することを決議し同年６月20日開催の第60期定時株主総会における承認により導入された「当社株券等の大規模

買付行為に関する対応方針」の一部を改定した上、新たな対応方針を導入すること（以下、改定後の対応方針を

「本プラン」といいます。）を決議いたしました。 

そして、当社定款第19条に基づき、本定時株主総会において、本プランを導入することについて株主の皆様のご

承認をいただきました。本プランの概要は以下のとおりであります。 

・本プラン発動の対象となる買付行為 

当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、もしくは、当社が発

行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の

合計が20％以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行為（以下、「大規模買付行為」とい

います。また、大規模買付行為を行おうとする者または大規模買付行為の提案を行う者を、以下、併せて「大規

模買付者等」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合が対象となります。 

・情報提供とその評価・検討等 

＜当社に対する情報提供＞ 

大規模買付者等には、大規模買付行為に先立ち、本プランに定められた手続（以下、「大規模買付ルール」と

いいます。）を遵守する旨の誓約その他一定の事項を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当

社取締役会に対して提出していただきます。当社取締役会は、大規模買付者等に対して、意向表明書を受領した

日から10営業日以内に、大規模買付者等に対して、大規模買付行為に関する情報として当社への提出を求める事

項を記載した書面（以下、「大規模買付情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者等には、大規模買

付情報リストに従い、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断並びに当社取締役会及び特別委員会の評価・

検討等のために必要かつ十分な日本語で記載された情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を、当社取

締役会が適切と判断する期限までに当社取締役会に書面で提供していただきます。大規模買付情報リストに含ま

れる情報の具体的な内容については、当社取締役会が、外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買付行為の

内容及び態様等に照らして合理的に決定します。また、大規模買付者等が大規模買付情報リストに記載された項

目に係る情報の一部について提供することができない場合には、当社取締役会は、大規模買付者等に対して、当

該情報を提供することができない理由を具体的に示していただくよう求めます。 

提出された大規模買付情報が、株主の皆様または当社取締役会もしくは特別委員会が当該大規模買付行為を評

価・検討するための情報として十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、適宜回答期限を定めた上で

大規模買付者等に対して追加的に情報提供を求めることがあります。また、当社取締役会は、株主の皆様または

当社取締役会もしくは特別委員会が大規模買付行為を評価・検討するための必要かつ十分な情報が大規模買付者

等から提出されたと判断する場合には、速やかにその旨の通知を大規模買付者等に行います。 

なお、意向表明書の提出があった事実、及び、当社取締役会に提供された大規模買付情報その他の大規模買付

行為に関連する情報（大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者等から提供されなかっ

た情報については、当該情報及び当該不提供の理由を含みます。）のうち、株主の皆様のご判断のため開示する

ことが妥当であると考えられるものにつきましては適時かつ適切に開示します。 

＜当社取締役会による大規模買付情報の評価・検討等＞ 

大規模買付者等による大規模買付情報の提供が行われた後、当社取締役会は、これらの情報を評価・検討し、

大規模買付者等との買付条件に関する交渉、当該大規模買付行為に対する意見形成、代替案の策定等を行いま

す。また、当社取締役会は、本プランに基づく対抗措置の発動の是非について、特別委員会に諮問し、必要に応

じて適宜外部専門家等の助言を得るものとします。 

当社取締役会がこれらの評価・検討等を適切に行うために、最長60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開

買付けによる、当社の全ての株券等の大規模買付行為の場合）または最長90日間（それ以外の大規模買付行為の

場合）の評価期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）を設定します。 

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、取締役会評価期間終了日までに、当社取締役会と

しての意見を取りまとめ、公表いたします。 

また、当社は、当該決定がなされた場合は、速やかにその旨及び対抗措置発動の際には法令等により定められ

ている事項のほか、当社取締役会が適切と認める事項について当社株主及び投資家の皆様に開示を行います。 
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なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決定に至らないことにつきやむを

得ない事情がある場合は、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、最長30日間取締役会評価期間を延長で

きるものとします。取締役会評価期間を延長する場合は、延長する日数及び延長の理由を速やかに情報開示いた

します。 

大規模買付者等は、取締役会評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるもの

とします。なお、株主総会を招集する場合については、下記をご参照下さい。 

・大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

＜大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守する場合＞ 

大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守する場合には、当社取締役会が仮に大規模買付行為に反対であった

としても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得等を行う可能性は存するものの、原則として、

当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動することはありません。大規模買付者等の提案に応じるか否かは、

当社株主の皆様において、当該大規模買付行為の内容並びにそれに対する当社取締役会の意見及び代替案等をご

考慮の上、ご判断いただくことになります。 

ただし、大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、特別委員会による勧告を最大限尊重

した上で、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的と

して、対抗措置の発動を決定することがあります。 

＜大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合＞ 

大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守していないことが明らかな場合には、当社取締役会は、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的として、特別委員会の勧告を待たずに対抗

措置の発動を決定することができるものとします。大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守していないと当社

取締役会が判断するものの、それが必ずしも明らかではない場合には、当社取締役会は、大規模買付ルールが遵

守されたか否かについて特別委員会に諮問し、大規模買付ルールが遵守されておらず対抗措置を発動すべきであ

ると特別委員会が勧告する場合には、当社取締役会はその勧告を最大限尊重して対抗措置の発動を決定すること

があります。 

対抗措置の具体的な方策としては、原則として、新株予約権の無償割当てを行います。また、会社法その他法

令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗

措置が用いられることもあります。 

・株主総会の決議 

特別委員会から対抗措置の発動の是非について株主総会に諮るよう勧告された場合においては、当社取締役会

は、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する議案を当

社定款第12条第１項に基づき、当社株主総会に付議することがあります。当該株主総会が開催される場合には、

大規模買付者等は、当該株主総会において新株予約権の無償割当てに関する決議がされた後においてのみ大規模

買付行為を開始することができるものとします。当該株主総会において当該議案が可決された場合には、当社

は、新株予約権の無償割当てを行います。 

・特別委員会の概要 

大規模買付ルールが遵守されたか否か、取締役会評価期間を延長するか否か、及び、大規模買付ルールが遵守

された場合に一定の対抗措置を発動するか否か等の当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するために、当

社は、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。 

特別委員会は３名以上の委員により構成され、各委員は、当社取締役会が当社社外取締役、当社社外監査役及

び社外の有識者（弁護士、税理士、公認会計士及び学識経験者等）の中から選任します。かかる特別委員会の決

議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。 

・本プランの有効期間、廃止及び変更について 

本プランの有効期間は、平成26年６月に開催予定の当社定時株主総会の終結の時までといたします。なお、か

かる有効期間の満了前であっても、（ⅰ）当社株主総会において本プランを廃止もしくは変更する旨の議案が承

認された場合、または、（ⅱ）当社取締役会において本プランを廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合

には、本プランはその時点で廃止または変更されるものとします。 
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④上記の具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の確保・向上のために最優先

されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的に、上記記載

の基本方針の実現に資する取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益を向上させ、その向上が株主及び投資家の皆様による当社株式の評価に適正に反映され

ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模買付行為が困

難になるものと考えられ、これらの取組みは、基本方針に資するものであると考えております。したがって、上記

記載の基本方針の実現に資する取組みは基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

また、本プランは、上記のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させる目的を

もって導入されたものであり、基本方針に沿うものです。本プランは、株主総会において株主の皆様の承認を得た

上で導入され、また、対抗措置の発動にあたって新株予約権の無償割当てに関する議案を株主総会に付議すること

があるものとされており株主意思を重視するものであること、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されて

いること、本プランの運用ないし対抗措置の発動に関する取締役会の判断の合理性・公正性を担保するために、取

締役会から独立した機関として特別委員会が設置され、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重して取締役会が判断

を行うこととされていること、本プランは有効期間の満了前であっても株主総会または株主総会で選任された取締

役で構成された取締役会により何時でも廃止することができ、また、当社取締役の任期は１年であり毎年の定時株

主総会で取締役の構成員の交代を一度に行うことができることから今後の本プランの更新、廃止について、株主の

皆様の意思が反映されるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、当社取締役の地位

の維持を目的とするものではありません。 

(4) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は２億４百万円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）  「提出日現在発行数」欄には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  76,460,000

計  76,460,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成23年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  23,400,000  23,400,000

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

単元株式数100株

計  23,400,000  23,400,000 － － 
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当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（注）１．各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。ただし、新株予約

権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式分割（普通株式の株式無

償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の

算式により調整するものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率 

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与

株式数を調整することができる。 

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 

２．割当日後、当社が普通株式につき、次の①または②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式により

調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

①当社が株式分割または株式併合を行う場合 

②当社が時価を下回る価額で、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定に基

づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除

く。） 

３．新株予約権者が、当社または当社子会社の役員または従業員の地位を喪失した場合（役員の任期満了による

退任、従業員の定年退職の場合を除く。）等が当該放棄事由に該当する。 

その他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定める

ところによる。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

決議年月日 平成23年７月28日 

新株予約権の数 個 3,890

新株予約権のうち自己新株予約権の数    個 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  単元株式数100株 

新株予約権の目的となる株式の数 株（注）１ 389,000

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり  円（注）２ 226,300

新株予約権の行使期間 
平成25年７月29日から 

平成30年７月28日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

発行価格    円 

資本組入額  円 

2,263

1,132

新株予約権の行使の条件 
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該

新株予約権を行使することができない。（注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処

分は認めないものとする。 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】
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（注）  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成23年７月１日～ 

平成23年９月30日 
 －  23,400,000  －  8,120  －  8,328

(6) 【大株主の状況】

  平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

因幡電機産業株式会社 大阪市西区立売堀四丁目１１番１４号  1,419  6.06

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番１１号  866  3.70

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号  798  3.41

因幡電機従業員持株会 大阪市西区立売堀四丁目１１番１４号  655  2.80

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口) 

東京都港区浜松町二丁目１１番３号  602  2.57

ノーザン トラスト カンパニー
（エイブイエフシー）サブ アカ
ウント アメリカン クライアン
ト 
(常任代理人 香港上海銀行 東
京支店）  

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT,UK 

（東京都中央区日本橋三丁目１１番１号）

 437  1.86

吉川 昌子 奈良県生駒市  404  1.73

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  344  1.47

株式会社日阪製作所 大阪市中央区伏見町四丁目２番１４号  318  1.36

因幡 則男 大阪府吹田市  310  1.32

計 －  6,156  26.31
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①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。 

②【自己株式等】 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。 

(7) 【議決権の状況】

  平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,419,200 － 単元株式数 100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式  21,962,300  219,623 同上 

単元未満株式 普通株式  18,500 － 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  23,400,000 － － 

総株主の議決権 －  219,623 － 

  平成23年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）                          

因幡電機産業株式

会社 

大阪市西区立売堀 

四丁目11番14号 
 1,419,200  －  1,419,200  6.06

計 －  1,419,200  －  1,419,200  6.06

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平

成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,646 23,936

受取手形及び売掛金 48,155 41,416

有価証券 1,347 1,847

商品及び製品 6,045 7,622

仕掛品 89 91

原材料及び貯蔵品 400 506

その他 3,074 2,675

貸倒引当金 △21 △18

流動資産合計 83,737 78,077

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,243 13,143

その他（純額） 6,623 6,410

有形固定資産合計 19,866 19,554

無形固定資産 1,928 1,783

投資その他の資産   

投資有価証券 8,509 7,912

その他 2,622 2,880

貸倒引当金 △139 △117

投資その他の資産合計 10,992 10,675

固定資産合計 32,787 32,013

資産合計 116,525 110,091

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,355 31,850

未払法人税等 2,576 1,113

賞与引当金 2,583 1,478

役員賞与引当金 70 41

その他 2,310 1,591

流動負債合計 42,897 36,076

固定負債   

退職給付引当金 22 23

その他 4,236 4,208

固定負債合計 4,259 4,231

負債合計 47,157 40,308
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,120 8,120

資本剰余金 8,328 8,328

利益剰余金 56,114 56,614

自己株式 △3,718 △3,704

株主資本合計 68,845 69,359

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 346 208

為替換算調整勘定 △0 △12

その他の包括利益累計額合計 346 196

新株予約権 129 182

少数株主持分 46 45

純資産合計 69,367 69,783

負債純資産合計 116,525 110,091
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 81,719 87,000

売上原価 69,158 73,184

売上総利益 12,561 13,815

販売費及び一般管理費 ※  8,714 ※  9,172

営業利益 3,846 4,643

営業外収益   

受取利息 39 37

受取配当金 84 95

仕入割引 406 452

その他 125 94

営業外収益合計 656 679

営業外費用   

支払利息 19 19

売上割引 498 564

その他 30 43

営業外費用合計 548 626

経常利益 3,954 4,696

特別利益   

投資有価証券売却益 － 67

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 0 －

特別利益合計 1 67

特別損失   

投資有価証券評価損 656 784

固定資産売却損 71 2

固定資産除却損 1 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 100 －

特別損失合計 830 789

税金等調整前四半期純利益 3,125 3,974

法人税、住民税及び事業税 1,709 1,034

法人税等調整額 △331 657

法人税等合計 1,378 1,692

少数株主損益調整前四半期純利益 1,747 2,281

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △1

四半期純利益 1,745 2,283
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,747 2,281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △303 △138

為替換算調整勘定 △5 △12

その他の包括利益合計 △308 △150

四半期包括利益 1,438 2,131

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,438 2,132

少数株主に係る四半期包括利益 0 △1
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,125 3,974

減価償却費 512 581

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 △1,105

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41 △29

投資有価証券評価損益（△は益） 656 784

受取利息及び受取配当金 △124 △133

支払利息 19 19

売上債権の増減額（△は増加） 4,512 6,733

たな卸資産の増減額（△は増加） △72 △1,688

仕入債務の増減額（△は減少） △3,080 △3,502

未払消費税等の増減額（△は減少） 270 △80

預り保証金の増減額（△は減少） 117 102

その他の資産・負債の増減額 82 △474

その他 184 △69

小計 6,163 5,112

利息及び配当金の受取額 119 127

利息の支払額 △39 △38

法人税等の支払額 △1,151 △2,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,091 2,717

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △696 △2,448

有価証券の償還による収入 － 1,600

有形固定資産の取得による支出 △502 △199

有形固定資産の売却による収入 97 104

無形固定資産の取得による支出 △708 △155

投資有価証券の取得による支出 △302 △697

投資有価証券の売却による収入 － 369

事業譲受による支出 △179 －

その他 156 △227

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,134 △1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

ストックオプションの行使による収入 － 11

配当金の支払額 △1,627 △1,778

その他 △5 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,633 △1,770

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,321 △709

現金及び現金同等物の期首残高 21,830 24,646

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  23,151 ※  23,936
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※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。 

（単位：百万円） 

【会計方針の変更等】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30

日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）

を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストックオプション

について、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストックオプションの公正な評価額のうち、将

来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。 

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

   
前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

報酬及び給料手当  2,893  2,992

賞与引当金繰入額  1,261  1,372

役員賞与引当金繰入額  30  41

運賃及び荷造費  1,132  1,159

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

   
前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

現金及び預金勘定  23,151  23,936

現金及び現金同等物  23,151  23,936
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前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

配当金支払額 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

配当金支払額 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行取次業サービス等を含んでお

ります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

（株主資本等関係）

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月18日 

定時株主総会 
普通株式  1,626  74 平成22年３月31日 平成22年６月21日 利益剰余金 

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月17日 

定時株主総会 
普通株式  1,780  81 平成23年３月31日 平成23年６月20日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  51,128  10,986  19,545  81,660  59  81,719

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  117  430  1,114  1,662  19  1,682

計  51,245  11,417  20,659  83,323  79  83,402

セグメント利益  1,105  489  3,242  4,837  7  4,844

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  4,837

「その他」の区分の利益  7

セグメント間取引消去  △25

全社費用（注）  △1,565

その他の調整額  △127

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  3,125
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行取次業サービス等を含んでお

ります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（注）  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結累計期間から、各事業部門の業績をより適正に評価管理するために、一部基準の変更（管理

会計上費用項目の一部見直し）を行っております。 

なお、管理会計上費用項目の一部見直しにより作成した前第２四半期連結累計期間に係る報告セグメントご

との売上高及び利益又は損失の金額に関する情報と、報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期

連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）は、「前第２四半期連結累

計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）」に記載しております。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  53,175  11,165  22,613  86,954  45  87,000

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  119  491  1,196  1,807  24  1,831

計  53,294  11,657  23,810  88,761  69  88,831

セグメント利益  752  482  4,393  5,628  △6  5,622

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  5,628

「その他」の区分の利益  △6

セグメント間取引消去  △77

全社費用（注）  △1,670

その他の調整額  99

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  3,974
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

（注）  前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストックオ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストックオプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額は、79円44銭であります。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 79.44 円 103.89

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  1,745  2,283

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  1,745  2,283

普通株式の期中平均株式数（千株）  21,975  21,976

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  － 円 103.88

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  1

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年11月８日

因幡電機産業株式会社     

  取締役会  御中   

  有限責任監査法人トーマツ  

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 和田  朝喜    印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 藤川  賢      印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている因幡電機産業株

式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から

平成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、因幡電機産業株式会社及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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